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議第１１号

各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について

 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定めるものとする。

  平成３０年２月２６日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

監査専門委員の報酬の額を定める等のため、この条例を定めようとする。
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各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３８年条例第

２６号）の一部を次のように改正する。

別表中

「

 議会選出の監査委員 月額 ３５，０００円 を

」

「

議会選出の監査委員 月額 ３５，０００円
に、

監査専門委員 日額 １６，０００円

」

「

航空宇宙博物館建設推

進懇話会

委員 日額 ６，５００円

を

防災会議 委員 日額 ６，５００円

」

「

防災会議 委員 日額 ６，５００円 に、

」

「

生活安全推進協議会 委員 日額 ６，５００円 を

」

「

生活安全推進協議会 委員 日額 ６，５００円
に、

特定空家等審査会 委員 日額 ６，５００円

」

「

下水道事業運営審議会 委員 日額 ６，５００円 を

」

「

下水道事業運営審議会 委員 日額 ６，５００円
に改

学校運営協議会 委員 日額 １，０００円

」

める。

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。
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議第１２号 

各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定めるものとする。 

平成３０年２月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

職員を派遣することができる団体の範囲を明確にするため、この条例を定めようと

する。 
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各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年条例第５号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第１項第３号中「に規定するもの」を「の法人で市の規則で定めるもの」に

改める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議第１３号 

   各務原市特定空家等審査会条例について 

各務原市特定空家等審査会条例を次のように定めるものとする。 

  平成３０年２月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 特定空家等審査会を設置するため、この条例を定めようとする。 
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各務原市特定空家等審査会条例

 （設置）

第１条 特定空家等（空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２

７号）第２条第２項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。）に対する措置（同

法第６条第２項第６号に規定する措置をいう。以下同じ。）の実施等について、市

長の諮問に応じて審査するため、各務原市特定空家等審査会（以下「審査会」とい

う。）を置く。

（所掌事項）

第２条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

（１）特定空家等に該当するか否かの審査に関すること。

（２）特定空家等に対する措置の実施について意見を述べること。

（３）特定空家等に関する施策について意見を述べること。

（４）前３号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。

 （組織）

第３条 審査会は、委員６人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

（１）学識経験を有する者

（２）関係行政機関の職員

（３）その他市長が必要と認める者

 （委員の任期）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

 （会長及び副会長）

第５条 審査会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。

 （会議）

第６条 審査会の会議（以下この条及び次条において「会議」という。）は、会長が招

集し、その議長となる。

6



２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 会議は、公開しない。ただし、審査会が非公開とすべき理由がないと認めるとき

は、その範囲において、これを公開することができる。

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。

５ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又

は意見を聴くことができる。

（守秘義務）

第７条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。

 （庶務）

第８条 審査会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

 （委任）

第９条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。
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議第１４号 

   各務原市部設置条例の一部を改正する条例について 

 各務原市部設置条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  平成３０年２月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 行政組織の見直しに伴い、部を再編するため、この条例を定めようとする。 
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   各務原市部設置条例の一部を改正する条例 

 各務原市部設置条例（昭和５５年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

第１条の表中「市民部」を「市民生活部」に、「環境水道部」を「水道部」に改

める。 

第２条の表市民部の項中「市民部」を「市民生活部」に改め、同項に次の２号を

加える。 

（６）環境保全に関すること。 

（７）廃棄物に関すること。 

 第２条の表都市建設部の項第５号を削り、同表環境水道部の項を次のように改める。 

 水道部 

  （１）下水道に関すること。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議第１５号

   各務原市印鑑条例の一部を改正する条例について

 各務原市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

  平成３０年２月２６日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由

 印鑑登録原票の登録事項等から性別を削除するため、この条例を定めようとする。
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   各務原市印鑑条例の一部を改正する条例

 各務原市印鑑条例（平成１０年条例第２７号）の一部を次のように改正する。

 第６条第１項中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、第８号

を第７号とする。

第１１条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とする。

   附 則

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

２ 改正後の第６条第１項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る印鑑の登

録について適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、なお従前の例によ

る。
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議第１６号 

各務原市国民健康保険条例及び各務原市国民健康保険財政調整基金条例の一部

を改正する条例について 

 各務原市国民健康保険条例及び各務原市国民健康保険財政調整基金条例の一部を改

正する条例を次のように定めるものとする。 

  平成３０年２月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 国民健康保険法の一部改正により、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体

となることに伴い、保険料の賦課額を改める等のため、この条例を定めようとする。 
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各務原市国民健康保険条例及び各務原市国民健康保険財政調整基金条例の一部

を改正する条例 

（各務原市国民健康保険条例の一部改正） 

第１条 各務原市国民健康保険条例（昭和３８年条例第９号）の一部を次のように改

正する。 

目次中「行う国民健康保険」の次に「の事務」を加える。 

「第１章 この市が行う国民健康保険」を「第１章 この市が行う国民健康保険

の事務」に改める。 

第１条（見出しを含む。）中「国民健康保険」の次に「の事務」を加える。 

第２条中「国民健康保険運営協議会（以下」を「各務原市国民健康保険運営協議

会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）第１１条

第２項に規定する協議会をいう。次条において」に改める。 

第５条第４号中「国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」とい

う。）」を「法」に改める。 

第９条の２中「被保険者である世帯主及びその」を「世帯主の」に、「第２９条

の７第１項」を「第２９条の７第１項第１号」に、「同項に規定する後期高齢者支

援金等賦課額」を「同項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額」に、「同項

に規定する介護納付金賦課被保険者」を「同項第３号に規定する介護納付金賦課被

保険者」に、「同項に規定する介護納付金賦課額」を「同号に規定する介護納付金

賦課額」に改める。 

第９条の３各号を次のように改める。 

（１）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額から当

該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養

費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別

療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用（一

般被保険者に係るものに限る。）の額の合算額 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第２２条の規定により読み替えられた

法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。）の

納付に要する費用（岐阜県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに

限り、岐阜県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療
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確保法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」とい

う。）及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転

換支援金等」という。）並びに介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規

定による納付金（以下「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充て

る部分を除く。）の額 

ウ 法第８１条の２第４項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額 

エ 法第８１条の２第９項第２号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還

に要する費用の額 

オ 保健事業に要する費用の額 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要す

る費用を除く。）の額（退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額

から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食

事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、

特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費

用の額並びに岐阜県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保

険事業費納付金の納付に要する費用（岐阜県の国民健康保険に関する特別会

計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護

納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）及び退職被保険者等に係

る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。） 

（２）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法第７４条の規定による補助金の額 

イ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付

を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（岐阜県の

国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び

病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。以下このイにおいて同じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定によ

り貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に

係るものを除く。）の額 

ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金（エにおいて「国

民健康保険保険給付費等交付金」という。）（退職被保険者等の療養の給付

等に要する費用（法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７０条第
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１項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。エにおいて同じ。）に係

るものを除く。）の額 

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要す

る費用を除く。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替え

られた法第７２条の３第１項の規定による繰入金及び国民健康保険保険給

付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限

る。）を除く。）の額 

第１０条中「、資産割額」を削る。 

第１２条を次のように改める。 

第１２条 削除 

第１３条第１項第１号中「一般被保険者に係る」を削り、「１００分の４５」を

「１００分の５２」に、「基礎控除後の総所得金額等」を「一般被保険者に係る基

礎控除後の総所得金額等」に改め、「とする。」を削り、同項第２号を削り、同項

第３号中「一般被保険者に係る」を削り、「１００分の２８」を「１００分の３４」

に、「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に改め、「一般被保険

者の数」の次に「等を勘案して算定した数」を加え、同号を同項第２号とし、同項

第４号ア中「一般被保険者に係る」を削り、「１００分の１７」を「１００分の１

４」に、「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に改め、「世帯の

数」の次に「等を勘案して算定した数」を加え、同号を同項第３号とする。 

第１３条の２中「、資産割額」を削る。 

第１３条の４を次のように改める。 

第１３条の４ 削除 

第１３条の５の２第１号中「第１３条第１項第４号ア」を「第１３条第１項第３

号ア」に改め、同条第２号中「退職被保険者」を「法附則第６条第１項の規定によ

る退職被保険者（以下「退職被保険者」という。）」に、「第１３条第１項第４号

イ」を「第１３条第１項第３号イ」に改め、同条第３号中「第１３条第１項第４号

ウ」を「第１３条第１項第３号ウ」に改める。 

第１３条の６中「第１９条」を「第１９条第１項」に、「５４万円」を「５８万

円」に改める。 

第１３条の６の２中「減額することになる」を「減額することとなる」に改め、

同条各号を次のように改める。 
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（１）当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（岐阜県の

国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床

転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分であって、岐阜県が行う国民健

康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。）の額 

（２）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付

を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るもの

に限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読

み替えられた法第７２条の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

第１３条の６の３中「後期高齢者支援金等賦課額」を「一般被保険者に係る後期

高齢者支援金等賦課額」に改め、「、資産割額」を削る。 

第１３条の６の５を次のように改める。 

第１３条の６の５ 削除 

第１３条の６の６第１項第１号中「１００分の４５」を「１００分の５２」に改

め、「とする。」を削り、同項第２号を削り、同項第３号中「１００分の２８」を

「１００分の３４」に、「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に

改め、「一般被保険者の数」の次に「等を勘案して算定した数」を加え、同号を同

項第２号とし、同項第４号ア中「１００分の１７」を「１００分の１４」に、「初

日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に改め、「世帯の数」の次に「等

を勘案して算定した数」を加え、同号を同項第３号とする。 

第１３条の６の７中「、資産割額」を削る。 

第１３条の６の９を次のように改める。 

第１３条の６の９ 削除 

第１３条の６の１１第１号中「第１３条の６の６第１項第４号ア」を「第１３条

の６の６第１項第３号ア」に改め、同条第２号中「第１３条の６の６第１項第４号

イ」を「第１３条の６の６第１項第３号イ」に改め、同条第３号中「第１３条の６

の６第１項第４号ウ」を「第１３条の６の６第１項第３号ウ」に改める。 

第１３条の７中「減額することになる」を「減額することとなる」に改め、同条
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各号を次のように改める。 

（１）当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（岐阜県の

国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費

用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額 

（２）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付

を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るもの

に限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読

み替えられた法第７２条の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

第１３条の８中「、資産割額」を削る。 

第１３条の１０を次のように改める。 

第１３条の１０ 削除 

第１３条の１１第１項第１号中「１００分の４５」を「１００分の５２」に改め、

「とする。」を削り、同項第２号を削り、同項第３号中「１００分の２８」を「１

００分の３４」に、「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に改め、

「介護納付金賦課被保険者の数」の次に「等を勘案して算定した数」を加え、同号

を同項第２号とし、同項第４号中「１００分の１７」を「１００分の１４」に、「初

日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に、「の属する」を「が属する」

に改め、「世帯の数」の次に「等を勘案して算定した数」を加え、同号を同項第３

号とする。 

第１３条の１２中「賦課額」を「介護納付金賦課額」に改める。 

第１８条第１項中「市長に前条第１項」を「市長に同項」に、「申出ることがで

きる」を「申し出ることができる」に改める。 

第１９条第１項中「５４万円」を「５８万円」に、「超えるときは」を「超える

場合には」に改め、同項第２号中「２７万円」を「２７万５，０００円」に改め、

同項第３号中「４９万円」を「５０万円」に改め、同条第３項及び第４項中「５４

万円」を「５８万円」に改める。 

第２４条の３第２項中「届出は」を「届出に当たり」に、「を提示して行わなけ
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ればならない」を「の提示を求められた場合においては、これを提示しなければな

らない」に改める。 

附則に次の３条を加える。 

（平成３０年度分の保険料の算定の特例） 

第６条 平成３０年度分の保険料の算定については、第６章の規定により算定した

保険料の額（第２４条第１項の規定による減免を受ける者にあっては、当該減免

後の保険料の額。以下この条において「新方式による保険料額」という。）が各

務原市国民健康保険条例及び各務原市国民健康保険財政調整基金条例の一部を

改正する条例（平成３０年条例第 号）第１条の規定による改正前の各務原市国

民健康保険条例の規定により算定した保険料の額を基準とし、市長が定めるとこ

ろにより算定した額（以下この条において「旧方式による保険料額」という。）

を超えることとなる場合にあっては、新方式による保険料額から旧方式による保

険料額を控除した額に４分の３を乗じて得た額（１００円未満の端数があるとき

は、これを切り上げた額）を新方式による保険料額から控除する。 

（平成３１年度分の保険料の算定の特例） 

第７条 前条の規定は、平成３１年度分の保険料の算定について準用する。この場

合において、同条中「平成３０年度分」とあるのは「平成３１年度分」と、「４

分の３」とあるのは「２分の１」と読み替えるものとする。 

（平成３２年度分の保険料の算定の特例） 

第８条 附則第６条の規定は、平成３２年度分の保険料の算定について準用する。

この場合において、同条中「平成３０年度分」とあるのは「平成３２年度分」と、

「４分の３」とあるのは「４分の１」と読み替えるものとする。 

（各務原市国民健康保険財政調整基金条例の一部改正） 

第２条 各務原市国民健康保険財政調整基金条例（昭和５３年条例第８号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１項中「積立てる」を「積み立てる」に改め、同条第２項を削る。 

第６条中「保険給付費に要する費用に不足が生じた場合、又は特別の理由がある

場合」を「国民健康保険事業費納付金（各務原市国民健康保険条例（昭和３８年条

例第９号）第９条の３第１号イに規定する国民健康保険事業費納付金をいう。）の

納付に要する費用及び保健事業に要する費用の財源に充てる場合その他特別な理

由がある場合」に改める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定（目次の改正規定、第１章の章名の改正規定並びに第１条、第２条、

第５条第４号、第１８条第１項及び第２４条の３第２項の改正規定を除く。）によ

る改正後の各務原市国民健康保険条例の規定は、平成３０年度以後の年度分の保険

料について適用し、平成２９年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例

による。 
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議第１７号 

   各務原市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 

 各務原市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるも

のとする。 

  平成３０年２月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、こ

の条例を定めようとする。  
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   各務原市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 各務原市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条第２号中「第５５条第１項」の次に「（法第５５条の２第２項において準用

する場合を含む。）」を加え、「同項」を「法第５５条第１項」に改め、同条第３号

中「第５５条第２項第１号」の次に「（法第５５条の２第２項において準用する場合

を含む。）」を加え、同条第４号中「第５５条第２項第２号」の次に「（法第５５条

の２第２項において準用する場合を含む。）」を加え、「行った同号」を「行った法

第５５条第２項第２号」に改め、同条に次の１号を加える。 

（５）法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険

法（昭和３３年法律第１９２号）第１１６条の２第１項又は第２項の規定により

本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であったもの 

 附則第３条を削る。 

附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第３条の規定は、この条例の施行の日以後に持続可能な医療保険制度を

構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第３１号）

第１１条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第

８０号）第５５条の２第１項各号に該当するに至ったことにより後期高齢者医療の被

保険者となる者について適用し、同日前に後期高齢者医療の被保険者となった者につ

いては、なお従前の例による。 
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議第１８号 

   各務原市福祉の里条例の一部を改正する条例について 

各務原市福祉の里条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  平成３０年２月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部改正に伴い、

関係規定を整備するため、この条例を定めようとする。
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   各務原市福祉の里条例の一部を改正する条例 

 各務原市福祉の里条例（平成１９年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第６号ア中「第５条第１６項」を「第５条第１８項」に改め、同号ウ中「第

６条の２の２第６項」を「第６条の２の２第７項」に改める。 

 第８条第６号ア中「第５条第２０項」を「第５条第２２項」に改め、同号ウ中「第

６条の２の２第７項」を「第６条の２の２第８項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。
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議第１９号 

各務原市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定める条例について 

 各務原市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定める条例を次のように定

めるものとする。 

  平成３０年２月２６日提出 

各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定め

るため、この条例を定めようとする。 
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   各務原市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下この条及び次条に

おいて「法」という。）第７９条第２項第１号の規定に基づき、指定居宅介護支援事

業者（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。）の指定に関す

る基準を定めるものとする。 

（申請者の資格） 

第２条 法第７９条第２項第１号の条例で定める者は、法人とする。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議第２０号 

各務原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

について 

 各務原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を次

のように定めるものとする。 

  平成３０年２月２６日提出 

各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準を定めるため、この条例を定めようとする。 
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   各務原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 人員に関する基準（第４条・第５条） 

第３章 運営に関する基準（第６条―第３１条） 

第４章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第３２条） 

第５章 雑則（第３３条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第

４７条第１項第１号並びに第８１条第１項及び第２項の規定に基づき、指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。 

（基本方針） 

第３条 指定居宅介護支援（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。

以下同じ。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

ように配慮して行われるものでなければならない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応

じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様

な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなけれ

ばならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者

をいう。以下同じ。）は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び

人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス

等（法第８条第２４項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）が特定の

種類又は特定の指定居宅サービス事業者（法第４１条第１項に規定する指定居宅サ

ービス事業者をいう。以下同じ。）等に不当に偏ることのないよう、公正中立に行わ

れなければならない。 
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４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村（特別区を含む。

以下同じ。）、法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センター、老人福

祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７の２に規定する老人介護支援セン

ター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者（法第５８条第１項

に規定する指定介護予防支援事業者をいう。第１５条第２８号及び第２９号におい

て同じ。）、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第１号に規定する指定

特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。 

第２章 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第４条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定居宅介護支

援事業所」という。）ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支

援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が３５又はその端数を増すごとに１と

する。 

（管理者） 

第５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を

置かなければならない。 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）

第１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介護支援専門員（附則第２項にお

いて「主任介護支援専門員」という。）でなければならない。 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。た

だし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

（１）管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事

する場合 

（２）管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指

定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

第３章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらか

じめ、利用申込者又はその家族に対し、第２０条に規定する運営規程の概要その他
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の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付

して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

居宅サービス計画（法第８条第２４項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同

じ。）が第３条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものである

こと、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ

ること等につき説明を行い、理解を得なければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生

じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は

診療所に伝えるよう求めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合に

は、第１項の規定による文書の交付に代えて、第７項で定めるところにより、当該

利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げる

もの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。

この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみ

なす。 

（１）電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族

の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記

録された第１項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はそ

の家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を

受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支

援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方

法） 

（２）磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第１項に規
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定する重要事項を記録したものを交付する方法 

５ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力するこ

とによる文書を作成することができるものでなければならない。 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係

る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織をいう。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、第４項の規定により第１項に規定する重要事項を提

供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用

いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾

を得なければならない。 

（１）第４項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの 

（２）ファイルへの記録の方式 

８ 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又はそ

の家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出が

あったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の

提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族

が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第７条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒ん

ではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第８条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の通常の事業の実

施地域（当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域

をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を

提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介そ

の他の必要な措置を講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第９条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、

その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介

護認定の有効期間を確かめるものとする。 

（要介護認定の申請に係る援助） 
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第１０条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、

利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定

を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかど

うかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速

やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が

受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう、必要な援

助を行わなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第１１条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門

員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求めら

れたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第１２条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援（法第４６条第４項の規定

により居宅介護サービス計画費（同条第１項に規定する居宅介護サービス計画費を

いう。以下この項において同じ。）が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合

に係るものを除く。）を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料（居宅介護

サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）の額と、居

宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければな

らない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事

業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それ

に要した交通費の支払を利用者から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当

たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用

について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１３条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第１

項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援

提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 
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（指定居宅介護支援の基本取扱方針） 

第１４条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行わ

れるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第１５条 指定居宅介護支援の方針は、第３条に規定する基本方針及び前条に規定す

る基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

（１）指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作

成に関する業務を担当させるものとする。 

（２）指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者

又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明

を行うものとする。 

（３）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した

日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継

続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。 

（４）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活

全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス（法第２４条第２項に規定す

る介護給付等対象サービスをいう。第１８条第１号において同じ。）以外の保健医

療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービ

ス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

（５）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によ

るサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に

関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提

供するものとする。 

（６）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、

利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等の

その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、

利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課

題を把握しなければならない。 

（７）介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（次号及び第１３号
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並びに第３１条第２項第２号イにおいて「アセスメント」という。）に当たっては、

利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。

この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対し

て十分に説明し、理解を得なければならない。 

（８）介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に

基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供さ

れる体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応

するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の

生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供され

るサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサ

ービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成し

なければならない。 

（９）介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計画

の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画

の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以下この条において「担当者」

という。）を招集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催により、利用者の状況

等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内

容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、

利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又は

歯科医師（以下この条において「主治の医師等」という。）の意見を勘案して必要

と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する

照会等により意見を求めることができるものとする。 

（１０）介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス

等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス

計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用

者の同意を得なければならない。 

（１１）介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス

計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。 

（１２）介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者

等に対して、訪問介護計画（岐阜県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営等に関する基準を定める条例（平成２４年岐阜県条例第７７号）第２４条第
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１項に規定する訪問介護計画をいう。）等同条例において位置付けられている計画

の提出を求めるものとする。 

（１３）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状

況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じ

て居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便

宜の提供を行うものとする。 

（１４）介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供

を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔
くう

機能その他の

利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同

意を得て主治の医師等又は薬剤師に提供するものとする。 

（１５）介護支援専門員は、第１３号に規定する実施状況の把握（以下この号及び第

３１条第２項第２号エにおいて「モニタリング」という。）に当たっては、利用者

及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特

段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

イ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

（１６）介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催

により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地

からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合について

は、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 

ア 要介護認定を受けている利用者が法第２８条第２項に規定する要介護更新認

定を受けた場合 

イ 要介護認定を受けている利用者が法第２９条第１項に規定する要介護状態区

分の変更の認定を受けた場合 

（１７）第３号から第１２号までの規定は、第１３号に規定する居宅サービス計画の

変更について準用する。 

（１８）介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ

効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営む

ことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院若しくは入

所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものと

する。 
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（１９）介護支援専門員は、介護保険施設等から退院し、又は退所しようとする要介

護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あ

らかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。 

（２０）介護支援専門員は、居宅サービス計画に指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号）第１３条第１８号の２に規

定する厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（同号に規定する厚生労働大臣

が定めるものに限る。以下この号において同じ。）を位置付ける場合にあっては、

その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に当該回数以上の訪問介護が

必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なけれ

ばならない。 

（２１）介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サ

ービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主

治の医師等の意見を求めなければならない。 

（２２）前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際に

は、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

（２３）介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション

等の医療サービスを位置付ける場合にあっては当該医療サービスに係る主治の医

師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅

サービス等を位置付ける場合にあっては当該指定居宅サービス等に係る主治の医

師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意事項を尊重し

てこれを行うものとする。 

（２４）介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養

介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維

持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認め

られる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要

介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。 

（２５）介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあ

っては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に福祉用具貸与が必

要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、

継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用

具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなけれ
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ばならない。 

（２６）介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合

にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に特定福祉用具

販売が必要な理由を記載しなければならない。 

（２７）介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第７３条第２項に規

定する認定審査会意見又は法第３７条第１項の規定による指定に係る居宅サービ

ス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、利用者に

その趣旨（同項の規定による指定に係る居宅サービス又は地域密着型サービスの

種類については、その変更の申請ができることを含む。）を説明し、理解を得た上

で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。 

（２８）介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場

合には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の

連携を図るものとする。 

（２９）指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の２３第３項の規定により指定介

護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、そ

の業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業

務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。 

（３０）指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定により、同条

第１項に規定する会議から、同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提供、

意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、個人情報に配慮し、これ

に協力するよう努めなければならない。 

（法定代理受領サービスに係る報告） 

第１６条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市町村（法第４１条第１０項の規定に

より同条第９項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会

（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健

康保険団体連合会をいう。以下同じ。）に委託している場合にあっては、当該国民健

康保険団体連合会）に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居

宅サービス等のうち法定代理受領サービス（法第４１条第６項の規定により居宅介

護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当

該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。）として位置付けたものに関

する情報を記載した文書を提出しなければならない。 
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２ 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居

宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載し

た文書を、市町村（当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっ

ては、当該国民健康保険団体連合会）に対して提出しなければならない。 

（利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付） 

第１７条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の指定居宅介護支援事業者の利用

を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他

利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画

及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。 

（利用者に関する市町村への通知） 

第１８条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次の

各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知

しなければならない。 

（１）正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと

等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

（２）偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。 

（管理者の責務） 

第１９条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護

支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、

業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専

門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものと

する。 

（運営規程） 

第２０条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する規程（第２４条第１項において「運営規程」

という。）を定めておかなければならない。 

（１）事業の目的及び運営の方針 

（２）職員の職種、員数及び職務内容 

（３）営業日及び営業時間 

（４）指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 
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（５）通常の事業の実施地域 

（６）苦情を処理するために講ずる措置の概要 

（７）その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保） 

第２１条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供

できるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務

の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護

支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならな

い。ただし、介護支援専門員の補助の業務については、この限りでない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の

機会を確保しなければならない。 

（設備及び備品等） 

第２２条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有する

とともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならな

い。 

（従業者の健康管理） 

第２３条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態に

ついて、必要な管理を行わなければならない。 

（掲示等） 

第２４条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、

運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項に定めるもののほか、インターネットを利用し

て同項に規定する重要事項を閲覧に供するよう努めなければならない。 

（秘密保持） 

第２５条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由

がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当

な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのない

よう、必要な措置を講じなければならない。 
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３ 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報

を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合に

あっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

（広告） 

第２６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする

場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等） 

第２７条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サ

ービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等

を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更

に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき

旨の指示等を行ってはならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に

関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させるこ

との対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受

してはならない。 

（苦情処理） 

第２８条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居

宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等（第６項において「指定居宅介護

支援等」という。）に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応し

なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等

を記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第２３条

の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市

町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村

が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の
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内容を当該市町村に報告しなければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた法第４１条第

１項に規定する指定居宅サービス又は法第４２条の２第１項に規定する指定地域密

着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者

に対し必要な援助を行わなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関

して国民健康保険団体連合会が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力すると

ともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号

の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を

行わなければならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合に

は、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第２９条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供によ

り事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いて記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償

すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第３０条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに経理を区分す

るとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなけ

ればならない。 

（記録の整備） 

第３１条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次

に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

（１）第１５条第１３号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する

記録 
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（２）個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 

ア 居宅サービス計画 

イ アセスメントの結果の記録 

ウ 第１５条第９号に規定するサービス担当者会議等の記録 

エ モニタリングの結果の記録 

（３）第１８条の規定による市町村への通知に係る記録 

（４）第２８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

（５）第２９条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録 

第４章 基準該当居宅介護支援に関する基準 

（準用） 

第３２条 第３条、第２章及び前章（第２８条第６項及び第７項を除く。）の規定は、

基準該当居宅介護支援（法第４７条第１項第１号に規定する基準該当居宅介護支援

をいう。）の事業について準用する。この場合において、第６条第１項中「第２０条」

とあるのは「第３２条において準用する第２０条」と、第１２条第１項中「指定居

宅介護支援（法第４６条第４項の規定により居宅介護サービス計画費（同条第１項

に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下この項において同じ。）が当該指定

居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く」とあるのは「基準該当居

宅介護支援（法第４７条第１項第１号に規定する基準該当居宅介護支援をいう」と、

「（居宅介護サービス計画費」とあるのは「（同項に規定する特例居宅介護サービス

計画費」と、「居宅介護サービス計画費の額」とあるのは「同条第３項に規定する特

例居宅介護サービス計画費の額」と読み替えるものとする。 

   第５章 雑則 

 （委任） 

第３３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第１５条第２０号の規

定は、平成３０年１０月１日から施行する。 

２ 平成３３年３月３１日までの間は、第５条第２項の規定にかかわらず、介護支援

専門員（主任介護支援専門員を除く。）を同条第１項に規定する管理者とすることが

できる。 
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議第２１号 

   各務原市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 各務原市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  平成３０年２月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 介護保険料額を改めるため、この条例を定めようとする。 
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各務原市介護保険条例の一部を改正する条例 

各務原市介護保険条例（平成１２年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第４条の見出しを「（保険料額）」に改め、同条第１項中「平成２７年度から平成

２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同項第６号から第

１０号までを次のように改める。 

（６）次のいずれかに該当する者 ７万５６０円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、

第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第３

８条第４項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項におい

て「合計所得金額」という。）が１２０万円未満であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しない者 

イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定す

る要保護者をいう。以下この項において同じ。）であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護（同法第２条

に規定する保護をいう。以下この項において同じ。）を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イ、

第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ若しくは第１２号イに該当する

者を除く。） 

（７）次のいずれかに該当する者 ７万６，４４０円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が２００万円未満で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イ、第９号イ、第１０号イ、

第１１号イ若しくは第１２号イに該当する者を除く。） 

（８）次のいずれかに該当する者 ８万８，２００円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が３００万円未満で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 
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イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イ、第１０号イ、第１１号イ

若しくは第１２号イに該当する者を除く。） 

（９）次のいずれかに該当する者 ９万９，９６０円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が４００万円未満で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イ、第１１号イ若しくは第１

２号イに該当する者を除く。） 

（１０）次のいずれかに該当する者 １０万５，８４０円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が６００万円未満で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イ若しくは第１２号イに該当

する者を除く。） 

第４条第１項に次の３号を加える。 

（１１）次のいずれかに該当する者 １１万１，７２０円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が８００万円未満で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

（１２）次のいずれかに該当する者 １２万３，４８０円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が１，０００万円未

満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 
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（１３）前各号のいずれにも該当しない者 １３万５，２４０円 

第４条第２項から第５項までを削り、同条第６項中「第１項第１号」を「前項第１

号」に、「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度

まで」に改め、同項を同条第２項とする。 

第６条第１項及び第２項中「月割り」を「月割」に改め、同条第３項中「（１）」

を「同号イ（１）」に、「、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第９号ロ」

を「若しくは第５号ロ又は第４条第１項第６号イ、第７号イ、第８号イ、第９号イ、

第１０号イ、第１１号イ若しくは第１２号イの規定（以下この項において「被保護者

等該当規定」という。）」に、「令第３９条第１項第１号から第９号までのいずれか

に規定する者として月割により算定した」を「月割により算定した該当するに至った

被保護者等該当規定による」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、当該該当するに至った被保護者等該当規定による保険料の額が当該該当

するに至った日において課されていた保険料の額以上となる場合にあっては、この

限りでない。 

第１２条ただし書中「（昭和２５年法律第２２６号）」を削り、「すべてが同法第

３１７条の２第１項」を「全てが同項」に改める。 

附則第９条中「（昭和３２年法律第２６号）」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４条及び第６条第３項の規定は、平成３０年度分の保険料から適用し、

平成２９年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

45



議第２２号 

各務原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について 

 各務原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  平成３０年２月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

共生型地域密着型サービスに関する基準を定める等のため、この条例を定めようと

する。 
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各務原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

各務原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２５年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

目次中

「

を
 第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運

営に関する基準 

  」

「

に、

 第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準（第５９条の２１・第５９

条の２２） 

第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関

する基準 

  」

「第５９条の２１・第５９条の２２」を「第５９条の２３・第５９条の２４」に、「第

５９条の２３・第５９条の２４」を「第５９条の２５・第５９条の２６」に、「第５

９条の２５・第５９条の２６」を「第５９条の２７・第５９条の２８」に、「第５９

条の２７―第５９条の３８」を「第５９条の２９―第５９条の４０」に改める。 

第１条中「いう。）」の次に「第７８条の２の２第１項各号並びに」を加える。 

第２条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

（６）共生型地域密着型サービス 法第７８条の２の２第１項の申請に係る法第４２

条の２第１項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。 

第６条第２項中「第３条の４第２項」を「第３条の４第２項本文」に改め、同項た

だし書中「３年以上」を「１年以上（基準省令第３条の４第２項ただし書に規定する

特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、３

年以上）」に改め、同条第５項中「、午後６時から午前８時までの間において」を削

り、同項第６号中「及び第８２条第６項」を「、第８２条第６項及び附則第７項」に

改め、同項に次の１号を加える。 

（１２）介護医療院 

第６条第７項中「午後６時から午前８時までの間は、」を削り、同条第８項中「、

午後６時から午前８時までの間は」を削り、同条第１２項中「第１９１条第１０項」

を「第１９１条第１４項」に改める。 

第１４条中「第５９条の２８」を「第５９条の３０」に、「第５９条の２９」を「第

５９条の３１」に改める。 
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第３２条第３項中「午後６時から午前８時までの間に行われる」を削る。 

第３９条第１項中「４月」を「６月」に改め、同条第４項中「場合には」の次に「、

正当な理由がある場合を除き」を加え、「行うよう努めなければならない」を「行わ

なければならない」に改める。 

第４７条第２項中「第６条第２項」を「第６条第２項本文」に改め、同項ただし書

中「３年以上」を「１年以上（基準省令第６条第２項ただし書に規定する特に業務に

従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、３年以上）」

に改める。 

第５９条の９第６号中「第５条の２」を「第５条の２第１項」に改める。 

第５９条の３８中「第５９条の３４」を「第５９条の３６」に、「第５９条の２６

第４項」を「第５９条の２８第４項」に改め、第３章の２第５節第４款中同条を第５

９条の４０とし、第５９条の３３から第５９条の３７までを２条ずつ繰り下げる。 

第５９条の３２第３項中「第５９条の３５第１項」を「第５９条の３７第１項」に

改め、同条を第５９条の３４とし、第５９条の２８から第５９条の３１までを２条ず

つ繰り下げる。 

第５９条の２７第１項中「第５９条の３４」を「第５９条の３６」に、「第５９条

の３２第１項」を「第５９条の３４第１項」に、「第５９条の３５第１項」を「第５

９条の３７第１項」に改め、同条を第５９条の２９とする。 

第３章の２第５節第３款中第５９条の２６を第５９条の２８とする。 

第５９条の２５中「９人以下」を「１８人以下」に改め、同条を第５９条の２７と

する。 

第３章の２第５節第２款中第５９条の２４を第５９条の２６とし、第５９条の２３

を第５９条の２５とする。 

第３章の２第５節第１款中第５９条の２２を第５９条の２４とする。 

第５９条の２１中「前節」を「第４節」に、「第５９条の３１第１項」を「第５９

条の３３第１項」に改め、同条を第５９条の２３とする。 

第３章の２中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準 

（共生型地域密着型通所介護の基準） 

第５９条の２１ 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス（以下この条

及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。）の事業を行う指定生活
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介護事業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年

厚生労働省令第１７１号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」と

いう。）第７８条第１項に規定する指定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓練

（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する指

定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業者（指

定障害福祉サービス等基準第１６６条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）

事業者をいう。）、指定児童発達支援事業者（児童福祉法に基づく指定通所支援の

事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。以

下この条において「指定通所支援基準」という。）第５条第１項に規定する指定児

童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児（児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）第７条第２項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において

同じ。）を通わせる事業所において指定児童発達支援（指定通所支援基準第４条に

規定する指定児童発達支援をいう。第１号において同じ。）を提供する事業者を除

く。）及び指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支援基準第６６条第１項に

規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わ

せる事業所において指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準第６５条に規定

する指定放課後等デイサービスをいう。第１号において同じ。）を提供する事業者

を除く。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

（１）指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第７８条第１項に規定する

指定生活介護事業所をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業所（指定障害福

祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所

をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準第

１６６条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所をいう。）、指定児

童発達支援事業所（指定通所支援基準第５条第１項に規定する指定児童発達支援

事業所をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業所（指定通所支援基準第６

６条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。）（以下この号

において「指定生活介護事業所等」という。）の従業者の員数が、当該指定生活

介護事業所等が提供する指定生活介護（指定障害福祉サービス等基準第７７条に

規定する指定生活介護をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サ

ービス等基準第１５５条に規定する指定自立訓練（機能訓練）をいう。）、指定
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自立訓練（生活訓練）（指定障害福祉サービス等基準第１６５条に規定する指定

自立訓練（生活訓練）をいう。）、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサー

ビス（以下この号において「指定生活介護等」という。）の利用者の数を指定生

活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であると

した場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であるこ

と。 

（２）共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、

指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けて

いること。 

（準用） 

第５９条の２２ 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、第２０条、

第２２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、第４１条、第５３条、第５９条

の２、第５９条の４及び第５９条の５第４項並びに前節（第５９条の２０を除く。）

の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、

第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第５９条の２２にお

いて準用する第５９条の１２に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に

当たる従業者（以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。）」と、第３４

条中「運営規程」とあるのは「第５９条の２２において準用する第５９条の１２に

規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第５３条中「訪問介護員等」

とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第５９条の５第４項中「前項

ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、

夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）」

とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所

の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供

する場合」と、第５９条の９第４号、第５９条の１０第５項及び第５９条の１３第

３項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業

者」と、第５９条の１１第２項中「この節」とあるのは「第３章の２第５節」と、

第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるの

は「共生型地域密着型通所介護について知見を有する者」と、第５９条の１８第４

50



項中「第５９条の５第４項」とあるのは「第５９条の２２において準用する第５９

条の５第４項」と、第５９条の１９第２項第２号から第４号までの規定中「次条」

とあるのは「第５９条の２２」と、同項第５号中「前条第２項」とあるのは「第５

９条の２２において準用する前条第２項」と、同項第６号中「第５９条の１７第２

項」とあるのは「第５９条の２２において準用する第５９の１７第２項」と読み替

えるものとする。 

第６１条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

第６５条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型指定

地域密着型介護老人福祉施設（第１７８条に規定するユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）」を、「３人以下」の

次に「とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに

当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知

症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり１２人以下となる数」を加え、同

条第２項中「第８２条第７項」の次に「及び第１９１条第８項」を加える。 

第８２条第１項中「及び当該本体事業所」を「並びに当該本体事業所」に改め、「他

の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」の次に「及び第

１９１条第８項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を

加え、同条第６項の表当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等

のいずれかが併設されている場合の項中「又は指定介護療養型医療施設」を「、指定

介護療養型医療施設」に改め、「限る。）」の次に「又は介護医療院」を加え、同条

第７項中「（以下」の次に「この章において」を加える。 

第８３条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、「第１９

２条第２項」を「第１９２条第３項」に改める。 

第８４条、第１０３条第３項、第１１１条第２項及び第１１２条中「介護老人保健

施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

第１１７条中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図るこ

と。 
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（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

第１２５条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

第１３０条第４項中「看護職員のうち１人以上及び介護職員のうち」を「看護職員

及び介護職員のうちそれぞれ」に改め、同項ただし書中「介護老人保健施設」の次に

「、介護医療院」を加え、同条第７項第１号中「若しくは作業療法士」を「、作業療

法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加える。 

（３）介護医療院 介護支援専門員 

第１３８条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

第１５１条第３項ただし書中「この条において同じ。）及び」を「この項において

同じ。）に」に改め、「平成１１年厚生省令第３９号。以下」の次に「この項におい

て」を加え、「）を併設する場合」を「以下この項において同じ。）を併設する場合

の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員

及び看護職員（指定介護老人福祉施設基準第４７条第２項の規定に基づき配置される

看護職員に限る。）」に、「及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設

する場合」を「にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の指定

地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設」に改

め、同条第４項中「第１５２条第１項第６号」を「次条第１項第６号」に改め、「介

護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同条第８項第２号中「若しくは作

業療法士」を「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加える。 

（４）介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 

第１５３条中「又は介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設又は介護医療院」

に改める。 
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第１５７条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

第１６５条の次に次の１条を加える。 

 （緊急時等の対応） 

第１６５条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場

合その他必要な場合のため、あらかじめ、第１５１条第１項第１号に掲げる医師と

の連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。 

第１６８条中第９号を第１０号とし、第６号から第８号までを１号ずつ繰り下げ、

第５号の次に次の１号を加える。 

（６）緊急時等における対応方法 

第１８２条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

第１８６条中第１０号を第１１号とし、第７号から第９号までを１号ずつ繰り下げ、

第６号の次に次の１号を加える。 

（７）緊急時等における対応方法 

第１９１条第１項中「指定看護小規模多機能型居宅介護（」の次に「第８２条第７

項に規定する」を加え、「又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所（指定地域密着型介護予防条例」を「及びサテライト型指定介護予防小規模多機
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能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準条例」に改め、「におい

て行う指定看護小規模多機能型居宅介護を」の次に「、第８項に規定する本体事業所

である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項

に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅にお

いて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に

規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に

係る第８２条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登

録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を」を加え、同条第６項中

「指定看護小規模多機能型居宅介護（」の次に「第８２条第７項に規定する」を加え、

「、当該本体事業所」を「当該本体事業所」に、「、当該登録者」を「当該登録者」

に改め、「指定看護小規模多機能型居宅介護を」の次に「、第８項に規定する本体事

業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る

同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身

の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に当該登録者を当該本体事業所に宿泊さ

せて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を」を加え、同条第７項に次の１号を加え

る。 

（５）介護医療院 

 第１９１条中第１０項を第１４項とし、第９項を第１２項とし、同項の次に次の１

項を加える。 

１３ 第１１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に

行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作

成に専ら従事する前項の厚生労働大臣が定める研修を修了している者（第１９９条

第１項において「研修修了者」という。）を置くことができる。 

 第１９１条中第８項を第１１項とし、第７項の次に次の３項を加える。 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所（利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に

常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小
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規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療

又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居

宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うも

の（以下この章において「本体事業所」という。）との密接な連携の下に運営され、

利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。）

に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者につい

ては、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、２人以上とすること

ができる。 

９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う

看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び

深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かな

いことができる。 

１０ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所については、看護職員の員数は、常勤換算方法で１以上とする。 

第１９２条第２項中「前項」を「第１項」に改め、「介護老人保健施設」の次に「、

介護医療院」を加え、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上

支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者

は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。 

第１９３条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

第１９４条第１項中「２９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては、１８人）」を加え、同条第２項第１号中「あっては、登録

定員に応じて、次の表に定める利用定員」を「あっては登録定員に応じて次の表に定

める利用定員、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては１２

人」に改め、同項第２号中「９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては、６人）」を加える。 
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第１９５条第２項第２号に次のように加える。 

  オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該

指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場

合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができる。 

第１９９条第１項中「介護支援専門員」の次に「（第１９１条第１３項の規定によ

り介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。）」を加える。 

第２０２条中「提供回数等の活動状況」と」の次に「、第８７条中「第８２条第１

２項」とあるのは「第１９１条第１３項」と」を加える。 

 附則第４項中「次項」を「附則第６項」に、「平成３０年３月３１日」を「平成３

６年３月３１日」に改める。 

附則第５項及び第６項中「平成３０年３月３１日」を「平成３６年３月３１日」に

改め、附則に次の２項を加える。 

７ 第１３０条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１

日までの間に転換（当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少さ

せるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、

要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをい

う。次項において同じ。）を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業

を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設（介護老人保健施設、介護医療院又

は病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型特定施設をいう。以下この項及

び次項において同じ。）の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数

の基準は、次のとおりとする。 

（１）機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは

診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定

地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置か

ないことができること。 

（２）生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設

の実情に応じた適当数 

８ 第１３２条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１
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日までの間に転換を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う場

合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設においては、併設される介護老人保健

施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療

機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められる

ときは、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設け

ないことができる。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議第２３号 

各務原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 各務原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  平成３０年２月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員に関する基準等を改め

るため、この条例を定めようとする。 
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各務原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 各務原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例（平成２５年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「第５条の２」を「第５条の２第１項」に改める。 

第５条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

第９条第 1 項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条例第１７８条に規定する

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を

除く。）」を、「３人以下」の次に「とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入

居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日

当たり１２人以下となる数」を加える。 

第４４条第６項の表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げ

る施設等のいずれかが併設されている場合の項中「又は指定介護療養型医療施設」を

「、指定介護療養型医療施設」に改め、「限る。）」の次に「又は介護医療院」を加

える。 

第４５条第３項、第４６条、第６０条第３項、第７２条第２項及び第７３条中「介

護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

第７８条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図るこ

と。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

第８３条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 
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附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議第２４号 

各務原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例について 

 各務原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正す

る条例を次のように定めるものとする。 

  平成３０年２月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

指定介護予防支援の具体的取扱方針に関する基準等を改めるため、この条例を定め

ようとする。 
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各務原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例 

 各務原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２６年条

例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第３条第４項中「介護保険施設」の次に「、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第１号

に規定する指定特定相談支援事業者」を加える。 

第７条第２項中「であること」の次に「、利用者は複数の指定介護予防サービス事

業者（法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。第１６条第

１項及び第３３条第８号エにおいて同じ。）等を紹介するよう求めることができるこ

と」を加え、同条第７項を同条第８項とし、同条第６項各号列記以外の部分中「第３

項」を「第４項」に改め、同項第１号中「第３項各号」を「第４項各号」に改め、同

項を同条第７項とし、同条第５項中「第３項第１号」を「第４項第１号」に改め、同

項を同条第６項とし、同条第４項を同条第５項とし、同条第３項中「第６項」を「第

７項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生

じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求め

なければならない。 

 第３１条第２項第１号中「第２９条の２第８項」を「第２９条の２の２第８項」に

改める。 

第３３条第９号中「作成のために」の次に「、利用者及びその家族の参加を基本と

しつつ、」を加え、同条第１２号中「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基準」

という。）第７６条第２号」を「岐阜県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備

及び運営等に関する基準を定める条例（平成２４年岐阜県条例第７８号）第７４条第

１項」に、「指定介護予防サービス等基準において」を「同条例において」に改め、

同条第１３号中「指定介護予防サービス等基準」を「岐阜県指定介護予防サービス等

62



の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」に改め、同条第１４号の

次に次の１号を加える。 

（１４）の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の

提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔
くう

機能その

他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者

の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。 

第３３条第１６号イ中「指定介護予防サービス等基準」を「指定介護予防サービス

等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号）」に改め、

同条第２１号中「以下」を「次号及び第２２号において」に改め、同号の次に次の１

号を加える。 

（２１）の２ 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した

際には、当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議第２５号 

各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について

各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

平成３０年２月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改

正に伴い、関係規定を整備するため、この条例を定めようとする。 
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各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例

各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項第２号中「同条第９項」を「同条第１１項」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議第２６号

各務原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について

各務原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定めるも

のとする。

平成３０年２月２６日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、関係規定

を整備するため、この条例を定めようとする。
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各務原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

 各務原市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。

第５条第３項中「、第１号」の次に「又は第３号から第６号までのいずれか」を加

え、「３３３円を」を「１人につき２１７円を」に改め、「２６７円（非常勤消防団員

等に第１号に該当する者がない場合には、そのうち１人については」及び「）を、第

３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき２１７円

（非常勤消防団員等に第１号に該当する者及び第２号に該当する扶養親族がない場合

には、そのうち１人については３００円）」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第５条第３項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生

じた各務原市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下

この項において「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日

以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規

定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下この項におい

て「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた

損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の

期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
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議第２７号

   各務原市火災予防条例の一部を改正する条例について

 各務原市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

  平成３０年２月２６日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

消防法令に重大な違反のある防火対象物に係る公表制度を定めるため、この条例を

定めようとする。
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   各務原市火災予防条例の一部を改正する条例

 各務原市火災予防条例（昭和３８年条例第４８号）の一部を次のように改正する。

第４７条の次に次の１条を加える。

（防火対象物の消防用設備等の状況の公表）

第４７条の２ 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火に係る安全性の判

断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が法、令若しくはこれに基

づく命令又はこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。

２ 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係

者にその旨を通知するものとする。

３ 第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに当該公表

の手続は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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議第２８号 

   各務原市手数料条例の一部を改正する条例について 

 各務原市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  平成３０年２月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、手数料の額を改める

ため、この条例を定めようとする。 
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各務原市手数料条例の一部を改正する条例

 各務原市手数料条例（平成１２年条例第３号）の一部を次のように改正する。

 別表１０の項第２号ウ中「５３万円」を「５７万円」に改め、同号エ中「８３万円」

を「８８万円」に、「１０１万円」を「１０７万円」に、「１１２万円」を「１２０

万円」に、「１４２万円」を「１５２万円」に、「１６６万円」を「１７８万円」に、

「３８８万円」を「４０７万円」に、「５１０万円」を「５３４万円」に、「６２９

万円」を「６４９万円」に改め、同号オ中「１１３万円」を「１１８万円」に、「１

３４万円」を「１４１万円」に、「１５０万円」を「１５８万円」に、「１８３万円」

を「１９４万円」に、「２１４万円」を「２２６万円」に、「４３５万円」を「４５

５万円」に、「５５７万円」を「５８２万円」に、「６７７万円」を「７０７万円」

に改め、同号カ中「５７５万円」を「５９３万円」に、「７２５万円」を「７４７万

円」に、「１，０７０万円」を「１，０９０万円」に改め、同表１４の項第１号ウ中

「４１万円」を「４２万円」に、「５４万円」を「５６万円」に、「７０万円」を「７

３万円」に、「９２万円」を「９６万円」に、「１０４万円」を「１０９万円」に、

「１６０万円」を「１６６万円」に、「１８２万円」を「１９０万円」に、「２０３

万円」を「２１２万円」に改め、同号エ中「４９万円」を「５３万円」に、「６３万

円」を「６８万円」に、「９９万円」を「１０３万円」に、「１３１万円」を「１４

１万円」に、「１７２万円」を「１７８万円」に、「３３２万円」を「３４３万円」

に、「４０６万円」を「４１９万円」に、「４６５万円」を「４８０万円」に改め、

同号オ中「９１０万円」を「９３２万円」に、「１，２４０万円」を「１，２６０万

円」に、「１，７００万円」を「１，７３０万円」に改め、同表１５の項ア中「３１

万円」を「３２万円」に、「４３万円」を「４６万円」に、「７２万円」を「７５万

円」に、「９６万円」を「１０２万円」に、「１２１万円」を「１３０万円」に、「２

９５万円」を「３１５万円」に、「３６２万円」を「３８７万円」に、「４１７万円」

を「４４６万円」に改め、同項イ中「２６６万円」を「２６９万円」に、「３１９万

円」を「３２３万円」に、「４７９万円」を「４８３万円」に改め、同表１９の項第

８号イ中「１８０円」を「１６０円」に改め、同号ウ中「２２０円」を「２１０円」

に、「４円」を「３円」に改め、同号エ中「９０円」を「８０円」に改め、同表２０

の項第１３号中「１万９，０００円」を「１万７，０００円」に改める。

   附 則

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。
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議第２９号 

各務原市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例を廃止する条例につ

いて 

 各務原市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する

法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例を廃止する条例を次のように定

めるものとする。 

  平成３０年２月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画の計画期間が満了する

ため、この条例を定めようとする。 
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   各務原市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例を廃止する条例 

各務原市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する

法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例（平成２５年条例第３１号）は、

廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行前に廃止前の各務原市企業立地の促進等による地域における産業

集積の形成及び活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条

例（以下この項及び次項において「旧条例」という。）の適用を受けた工場立地法

（昭和３４年法律第２４号）第６条第１項に規定する特定工場（次項の既存工場等

を除く。）については、旧条例第３条の規定は、この条例の施行の日（次項におい

て「施行日」という。）から１０年間、なおその効力を有する。 

３ 旧条例第３条の表の区域の範囲に掲げられた区域に存する旧条例附則第２条第１

項の既存工場等については、同条の規定は、施行日から１０年間、なおその効力を

有する。 
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議第３０号 

   各務原市小口融資条例の一部を改正する条例について 

 各務原市小口融資条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

平成３０年２月２６日提出 

各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

小口融資の貸付限度額等を改めるため、この条例を定めようとする。 
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  各務原市小口融資条例の一部を改正する条例 

 各務原市小口融資条例（昭和５４年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「すべて」を「全て」に改める。 

 第４条第１項中「すべて」を「全て」に改め、同項第１号中「引続き」を「引き続

き」に改め、同項第３号を次のように改める。 

（３）申込みの日以前１年間に納期が到来した市民税の課税がある者又は地方税法（昭

和２５年法律第２６６号）の規定による障害者控除額、寡婦控除額若しくは寡夫

控除額を控除されたことにより市民税が非課税である者 

 第４条第１項に次の１号を加え、同条第２項を削る。 

（４）市税を滞納していない者 

 第６条中「次の各号」を「次」に改め、同条第１号を次のように改める。 

（１）貸付限度額 １中小企業者につき２，０００万円以内（協会が保証する他の融

資を受けている場合にあっては、２，０００万円から当該融資の元本の残高（根

保証の場合は融資極度額）を控除した額以内） 

第６条第４号中「９６月以内」を「１２０月以内」に改め、同条第６号を次のよう

に改める。 

（６）不動産担保 不要 

第６条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加え

る。 

（７）連帯保証人 原則として不要。ただし、協会が必要と認める場合を除く。 

第６条に次の１項を加える。 

２ 前項第７号ただし書に規定する場合の連帯保証人は、市税を滞納していない者で

なければならない。 

第７条第１項中「前条第４号」を「前条第１項第４号」に改め、同条第２項中「前

条第８号」を「前条第１項第９号」に改める。 

附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条及び第６条の規定は、この条例の施行の日以後に受け付ける申込

みに係る融資について適用し、同日前に受け付けた申込みに係る融資については、

なお従前の例による。 
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議第３１号

   各務原市都市公園条例の一部を改正する条例について

 各務原市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

  平成３０年２月２６日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

 都市公園の運動施設率を定める等のため、この条例を定めようとする。
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   各務原市都市公園条例の一部を改正する条例

 各務原市都市公園条例（昭和４９年条例第３８号）の一部を次のように改正する。

 第２条の２中「１０平方メートル」の次に「（市の区域内に都市緑地法（昭和４８

年法律第７２号）第５５条第１項若しくは第２項の規定による市民緑地契約又は同法

第６３条に規定する認定計画に係る市民緑地（以下この条において「市民緑地」とい

う。）が存するときは、１０平方メートルから当該市民緑地の住民１人当たりの敷地

面積を控除して得た面積）」を、「５平方メートル」の次に「（当該市街地に市民緑

地が存するときは、５平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民１人当たり

の敷地面積を控除して得た面積）」を加える。 

第２条の４の次に次の１条を加える。 

（公園施設の敷地面積の制限） 

第２条の５ 令第８条第１項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面

積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、１００分の５０とする。 

 第２３条中「第５条の３」を「第５条の１１」に、「第２０条、第２１条及び第２

２条」を「前３条」に改める。

   附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議第３２号 

   各務原市手数料条例の一部を改正する条例について 

 各務原市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  平成３０年２月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 建築基準法の一部改正に伴い、田園住居地域における建築等許可申請手数料を定め

る等のため、この条例を定めようとする。 
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   各務原市手数料条例の一部を改正する条例 

 各務原市手数料条例（平成１２年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

別表１６の項第１５号中「又は第１３項ただし書」を「、第１３項ただし書又は第

１４項ただし書」に改め、同項第１８号中「建ぺい率に」を「建蔽率に」に、 

「

を

「

に改め、同項第３９号中「建ぺい率に」を「建

 公園内等建築

物建ぺい率制

限特例許可申

請手数料 

  公園内等建築

物建蔽率制限

特例許可申請

手数料 

」 」

蔽率に」に、

「  

を

「  

に改める。

 地区計画等区

域内建築物建

ぺい率制限特

例認定申請手

数料 

  地区計画等区

域内建築物建

蔽率制限特例

認定申請手数

料 

  」   」

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議第３３号

   各務原市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正す

る条例について

 各務原市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定めるものとする。

  平成３０年２月２６日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

 建築基準法の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、この条例を定めようとす

る。
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   各務原市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正す

る条例

 各務原市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例（平成２３年条例第

９号）の一部を次のように改正する。

別表第２の１中「（る）項」を「（を）項」に、「身体障害者福祉ホーム」を「福祉

ホーム」に改め、同表の２全域の部用途の制限の項中「（を）項」を「（わ）項」に改

める。

   附 則

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、別表第２の１の改正規定

（「身体障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム」に改める部分に限る。）は、公布の日か

ら施行する。
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議第３４号 

各務原市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

各務原市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める

ものとする。 

平成３０年２月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

組織の名称を改めるため、この条例を定めようとする。 
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各務原市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

各務原市水道事業の設置等に関する条例（昭和４２年条例第３２号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第２項中「環境水道部」を「水道部」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議第３５号

   工事委託契約の変更について

 平成２８年度木曽川小網樋管改築工事の委託契約（平成２８年３月２３日議決・平

成２８年１２月２２日・平成２９年９月２７日契約の金額の変更の議決）中「３１７，

０８８，０７３円」を「３１０，９１１，１９８円」に変更するものとする。

  平成３０年２月２６日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     
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議第３６号 

   財産の無償譲渡について 

 次のとおり財産を無償譲渡するものとする。 

  平成３０年２月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

１ 無償譲渡する財産 

  自動車（トヨタ自動車株式会社製 メガクルーザー）１台 

２ 無償譲渡の相手方 

  各務原市蘇原興亜町５丁目１０番地 

   榎本エンジニアリング株式会社 

  代表取締役社長 榎 本 尚 浩 

３ 無償譲渡の理由 

  平成１４年８月に消防用車両として相手方から寄附を受け、消防用車両として使

用してきた自動車につき、当該用途を廃止することに伴い、寄附者である相手方に

無償で譲渡するもの 
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議第３７号

   市道路線の認定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次のとおり市道

路線を認定するものとする。

  平成３０年２月２６日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

開発行為により設置された道路を市道として認定しようとする。

路線名
起      点 重要な

経過地終      点

市道 

鵜１３９３号線

各務原市鵜沼各務原町２丁目７７番１０  地先から 

各務原市鵜沼各務原町２丁目７７番６   地先まで 

市道 

鵜１３９４号線

各務原市鵜沼羽場町１丁目２０９番５   地先から 

各務原市鵜沼羽場町１丁目２０９番５   地先まで 

市道 

鵜１３９５号線

各務原市鵜沼羽場町１丁目２０９番７   地先から 

各務原市鵜沼羽場町１丁目２０９番１１  地先まで 

86



1:1500

87

 資料 



1:1500

88

 資料 





議第３８号

   市道路線の廃止及び認定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項及び第８条第２項の規定によ

り、次のとおり市道路線を廃止及び認定するものとする。

  平成３０年２月２６日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

犬山東町線バイパス整備事業に伴い、市道路線の再編成をするため、それぞれ廃止

及び認定しようとする。

１ 廃止路線

路線名
起      点 重要な

経過地終      点

市道 

鵜 ２６８号線

各務原市鵜沼南町６丁目１３０番１    地先から 

各務原市鵜沼南町６丁目１３５番     地先まで 

２ 認定路線

路線名
起      点 重要な

経過地終      点

市道 

鵜 ２６８号線

各務原市鵜沼南町６丁目１３４番１    地先から 

各務原市鵜沼南町６丁目１３５番１    地先まで 

市道 

鵜１３９６号線

各務原市鵜沼南町６丁目１７２番３    地先から 

各務原市鵜沼南町６丁目３３番１     地先まで 

市道 

鵜１３９７号線

各務原市鵜沼南町６丁目１４番１     地先から 

各務原市鵜沼南町５丁目５９番１     地先まで 
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議第３９号

   各務原市教育委員会委員の任命について

 各務原市教育委員会委員に次の者を任命したいので、議会の同意を求める。

  平成３０年２月２６日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

住  所  東京都世田谷区成城※※※※※※※※

氏  名  大 友 克 之

生年月日  昭和４１年※※月※※日

提案理由

 各務原市教育委員会委員大友克之氏の任期が３月２６日に満了するため、再び同氏

を任命しようとする。
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議第４０号

   各務原市監査委員の選任について

 各務原市監査委員に次の者を選任したいので、議会の同意を求める。

  平成３０年２月２６日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

住  所  各務原市蘇原野口町※※※※※※※※

氏  名  楢 谷 清 美

生年月日  昭和４５年※※月※※日

提案理由

 各務原市監査委員松村昌明氏の任期が３月２８日に満了するため、その後任に楢谷

清美氏を選任しようとする。
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議第４１号

   各務原市公平委員会委員の選任について

 各務原市公平委員会委員に次の者を選任したいので、議会の同意を求める。

  平成３０年２月２６日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

住  所  各務原市那加西市場町※※※※※※※

氏  名  前 田 勘 次

生年月日  昭和２９年※※月※※日

提案理由

各務原市公平委員会委員前田勘次氏の任期が３月３１日に満了するため、再び同氏

を選任しようとする。
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議第４２号 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員候補者として次の者を推薦したいので、議会の意見を求める。 

  平成３０年２月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

住  所  各務原市川島小網町※※※※※※※※ 

氏  名  苅 谷 里 美 

生年月日  昭和３４年※※月※※日 

提案理由 

 人権擁護委員苅谷里美氏の任期が６月３０日に満了するため、再び同氏をその候補

者に推薦しようとする。 
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